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中小企業国際化支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、外国人労働者を雇用する中小企業者に対し、外国人労働者の日本語 

能力向上に資する取組に要する経費の一部を助成することにより、外国人労働者を雇用

する企業が社会的責任を果たせるよう支援を行うとともに、企業及び外国人労働者双方

にとって望ましい継続的な操業環境の整備を行うことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定  

する中小企業者をいう。 

⑵ 外国人労働者 日本以外の国籍を持ち、市内に就業する労働者をいう。 

⑶ 日本語能力向上に資する取組 日本で生活、就業する上で必要な「読む」、「書く」、

「聞く」、「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、市税の

滞納のない次の各号の一に該当する者とする。 

⑴ 市内に主たる事業所を有する中小企業者 

⑵ 市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成される企業グループ 

２ 前項の規定に関わらず、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に 

規定する登録支援機関の登録を受けている者は除く。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者

が、自ら雇用する外国人労働者に対し、業務の一環として日本語能力向上を目的に実施す

る事業で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

⑴ 補助金の交付決定以後の日本語能力向上に資する取組の実施であること。 

⑵ 補助対象事業に関し、同一の外国人労働者に対して過去に本事業の補助金を受けて 

いないこと。また、本市の他の補助金を受けていないこと。又は受ける予定のないこ

と。 

（補助対象経費） 
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第５条 補助の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業

の実施に要する費用のうち、消費税及び地方消費税を除き、別表１に掲げるものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の２分の１以内で 50,000 円を限度とする。

ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

２ 前項に規定する補助金は、補助金を交付する年度の予算の範囲内において交付する。 

（補助金の交付対象期間） 

第７条 補助対象期間は、実施事業の始期から終期までとする (ただし、当初申請のあった

日の属する年度内に限る。)。 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助対象者は、中小企業国際化支援補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申

請書」という。）に、別表２に掲げる書類を添えて事業着手の２週間前までに市長に提出

しなければならない。なお、提出期限日が尼崎市の休日を定める条例（平成 3年 2月 25

日条例第 1条）で定める休日である場合は、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。 

２ 前項の規定に関わらず、４月１日から４月１４日までに事業着手する場合は、速やかに

交付申請書を別表２に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第９条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付す

ることが適当であると認めたときは、中小企業国際化支援補助金交付決定通知書（様式第

５号。以下、「交付決定通知書」という。）を、また、不適当であると認めたときは、中小

企業国際化支援補助金不交付決定通知書（様式第６号。以下「不交付決定通知書」という。）

を、それぞれ申請者に対し通知するものとする。 

（交付申請の取下げ） 

第１０条 前条の交付決定通知書を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当該交付

決定通知書を受領した場合において、当該決定の内容等により難いと認めるときは、交付

決定通知書を受領した日の翌日から起算して１０日以内に、中小企業国際化支援補助交

付申請取下げ書（様式第７号。以下「取下げ書」という。）を提出することができる。 

２ 前項の取下げ書の提出があったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかった

ものとみなす。 

（事業の内容変更等） 



 

- 3 - 
 

第１１条 補助対象者は、補助対象事業の内容を変更（廃止を含む。以下次項において同じ。）

しようとするときは、あらかじめ中小企業国際化支援事業計画変更承認申請書（様式第８

号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微

な変更については、この限りではない。 

 ⑴ 補助対象経費の総額の１割以内の額を実施事業計画に記載した第５条各号に定める

区分の額から増額するもの 

 ⑵ 補助対象経費を減額するもの 

 ⑶ 補助目的及び事務能率に関係しない程度の実施事業計画の細部に関するもの 

２ 市長は、前項の規定により、補助対象事業の内容の変更を承認したときは、中小企業国

際化支援事業変更承認及び変更後交付決定通知書（様式第９号）により、補助対象者に通

知するものとする。 

（事業の実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに、事業実績報告書（様

式第１０号。以下、「実績報告書」という。）に別表２に掲げる書類を添え、市長に提出し

なければならない。 

（補助金の交付） 

第１３条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、中小企業国際

化支援補助金交付確定通知書（様式第１４号）により補助対象者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により交付確定額の通知を受けた補助対象者は、中小企業国際化支援事業

補助金交付請求書（様式第１５号。以下、「交付請求書」という。）に別表２に掲げる書類

を添え、市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。 

３ 市長は、前項の交付請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付するも

のとする。 

（協力） 

第１４条 市長は、補助事業者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めることが

できる。 

⑴ 市ホームページ等での日本語能力向上に資する取組事例掲載 

⑵ 企業及び外国人労働者双方にとって望ましい環境整備に関する取組への協力 

⑶ その他市長が必要と認める事項 

（決定の取消し又は補助金の返還等） 
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第１５条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決

定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還

を命ずることができる。 

⑴ この要綱の規定又は補助金の交付決定の内容に違反したとき。 

⑵ 虚偽の申請若しくは報告、又は不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。 

⑶ 補助対象事業を取り止めたとき。 

⑷ 尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条第２号から第４号ま

でのいずれかに該当するとき。 

⑸ 補助金の使途が、暴力団等の利益になると認められるとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を取り消され、又は補助金の返還を命ぜられた者

に対しては、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度以降、この要綱に基づく補助金の交

付は行わないものとする。 

（実施の細目） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、主管局長

が別に定める。 

  付 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 
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別表１（第５条） 

補助対象経費 

⑴ 謝金 補助対象事業の実施に必要な講師の謝金 

⑵ 旅費 補助対象事業の実施に必要な講師旅費及び受講者旅費 

⑶ 諸経費 補助対象事業を行うために直接必要とする費用 

（語学学校入学金、授業料、教材費、会場使用料等） 

ただし、端末や周辺機器の費用、通信料は除く。 

⑷ その他市長が特に必要と認める経費 

別表２ (第８条・第１２条・第１３条) 補助申請手続きに必要な添付書類 

第８条 交付申請 

⑴ 中小企業国際化支援事業計画書（様式第２号） 

グループ申請の場合は、団体(グループ)概要書(様式第２号の２)を含む。 

⑵ 収支予算書（様式第３号）、補助対象経費予算内訳書（様式第４号）及び経費概算が分

かる資料(見積書等) 

⑶ 日本語能力向上に資する取組内容がわかるカタログ等 

⑷ 法人の場合は、登記事項証明書（発行後３箇月以内のもの） 

⑸ 個人の場合は、住民票又は登録原票記載事項証明書（発行後３箇月以内のもの） 

⑹ 市税に未納の税額がないことを証明する納税証明書（発行後３箇月以内のもの） 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

第１２条 実績報告 

⑴ 事業実績書（様式第１１号） 

⑵ 収支決算書（様式第１２号）、補助対象経費決算内訳書（様式第１３号） 

⑶ 契約書もしくはこれらに相当する書類の写し 

⑷ 補助対象経費に係る支出が確認できる書類の写し 

⑸ 納品書又は物品受領書の写し 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

第１３条の２項 補助金交付 

⑴ 補助金振込先金融機関の通帳の写し 

（金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が確認できるもの） 

⑵ 前１号のほか、市長が必要と認める書類 
 


